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備考
1　選挙公報は、必要により2欄以上にすることができる。この場合の掲載の順序は、上欄右を1とし、左に順を追い下欄右に至り左に順を追うものとし、以下これにならう。
2　印刷は新聞紙1頁大のものとするが、印刷その他の都合により様式を変更することができる。
